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衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
「
秘
密
漏
え
い
事
件
調
査
報
告
書
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
海
自
三
佐
（
以
下
「
海
自
三
佐
」
と
い
う
。
）
は
、
学
位
授
与
機
構
へ
の
提
出
論
文
の
作
成
を
職
務
と
し
て
遂

行
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
。
以
下
「
隊
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条

に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

二
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

隊
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
は
、
当
該
秘
密
に
接
す
る
権
限
の
な
い
者

に
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の
Ｃ
一
尉
及
び
図
書
係
を
含
む
平
成
六
年
八

月
か
ら
平
成
七
年
八
月
ま
で
の
幹
部
中
級
艦
艇
用
兵
課
程
の
学
生
全
員
、
御
指
摘
の
Ｂ
一
尉
、
Ｄ
一
尉
及
び
Ｅ
一
尉
を
含
む

平
成
六
年
八
月
か
ら
平
成
七
年
八
月
ま
で
の
幹
部
中
級
射
撃
課
程
の
学
生
全
員
並
び
に
御
指
摘
の
学
生
長
及
び
Ａ
一
尉
を
含

む
平
成
七
年
三
月
か
ら
平
成
八
年
三
月
ま
で
の
幹
部
中
級
艦
艇
用
兵
課
程
の
学
生
全
員
は
、
当
時
、
「
戦
術
概
説
（
改
訂
第

三
版
）
」
（
以
下
「
概
説
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
秘
密
保
全
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
三
十
三
年
防
衛
庁
訓
令
第
百
二
号
。

以
下
「
訓
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
関
係
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
秘
密
に
接
す
る
権
限
を
有
す
る
者
で

一



あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
者
に
概
説
又
は
そ
の
複
写
し
た
も
の
を
貸
し
与
え
た
こ
と
は
、
隊
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に

違
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
者
が
概
説
等
を
借
り
受
け
た
こ
と
は
、
隊
法
第
百
十
八
条
第
二
項
に
違
反
す

る
も
の
で
は
な
い
。

な
お
、
概
説
を
不
正
に
複
写
し
た
者
等
に
つ
い
て
は
、
隊
法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
等
に
該
当
す
る
も
の
の
、
そ
の

動
機
が
勉
強
の
た
め
で
悪
質
性
が
な
く
、
ま
た
、
秘
密
漏
え
い
の
意
図
も
な
か
っ
た
こ
と
等
か
ら
、
懲
戒
処
分
を
行
わ
ず
、

訓
戒
等
に
処
し
た
。

二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
十
九
名
が
有
し
て
い
た
概
説
を
複
写
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
二
年
六
月
三
十
日
に
海
自
三
佐
が
在
日

本
国
ロ
シ
ア
連
邦
大
使
館
付
海
軍
武
官
に
秘
密
を
漏
ら
す
以
前
に
各
自
に
よ
り
破
棄
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
防
衛
庁
に
お

い
て
、
こ
れ
ら
を
保
全
し
得
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
管
理
者
」
等
の
職
名
等
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
管
理
者
」
等
の
氏
名
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
と
個
人
の
権
利
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ

二



る
た
め
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
資
料
等
が
漏
え
い
し
た
こ
と
の
重
大
性
等
に
か
ん
が
み
、
全
庁
を
挙
げ
て
対
処
す
る
こ

と
と
し
、
警
視
庁
公
安
部
か
ら
御
指
摘
の
漏
え
い
の
疑
い
に
つ
い
て
通
報
が
あ
っ
た
後
、
直
ち
に
こ
れ
を
防
衛
庁
長
官
に
報

告
す
る
と
と
も
に
、
平
成
十
二
年
九
月
十
一
日
、
事
務
次
官
か
ら
、
防
衛
庁
の
す
べ
て
の
部
署
に
対
し
、
「
秘
密
保
全
体
制

の
確
立
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
（
通
達
）
」
（
平
成
十
二
年
九
月
十
一
日
防
防
調
第
五
千
五
百
十
五
号
）
を
発
出

し
、
臨
時
秘
密
保
全
検
査
の
実
施
等
の
秘
密
保
全
体
制
の
確
立
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
可
及
的
速
や
か
に
講
じ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

ま
た
、
海
上
自
衛
隊
警
務
隊
司
令
を
長
と
す
る
特
別
調
査
チ
ー
ム
に
よ
る
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
事
務
次
官
を
長
と
す

る
秘
密
保
全
等
対
策
委
員
会
に
よ
る
再
発
防
止
策
の
検
討
を
行
い
、
平
成
十
二
年
十
月
二
十
七
日
、
「
秘
密
漏
え
い
事
件
調

査
報
告
書
」
及
び
「
秘
密
保
全
体
制
の
見
直
し
・
強
化
に
つ
い
て
」
を
そ
れ
ぞ
れ
取
り
ま
と
め
、
こ
れ
ら
を
防
衛
庁
長
官
に

報
告
し
た
。

さ
ら
に
、
「
秘
密
保
全
体
制
の
見
直
し
・
強
化
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
指
摘
等
を
踏
ま
え
、
平
成
十
二
年
十
二
月
一
日
、

三



事
務
次
官
か
ら
、
防
衛
庁
の
す
べ
て
の
部
署
に
対
し
、
「
秘
密
漏
え
い
防
止
の
た
め
の
取
扱
い
環
境
の
整
備
に
つ
い
て
（
通

達
）
」
（
平
成
十
二
年
十
二
月
一
日
防
防
調
第
七
千
十
二
号
）
、
「
各
国
駐
在
武
官
等
と
の
接
触
に
つ
い
て
（
通
達
）
」

（
平
成
十
二
年
十
二
月
一
日
防
防
調
第
七
千
十
三
号
）
、
「
情
報
保
全
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
（
通
達
）
」
（
平
成
十
二
年

十
二
月
一
日
防
防
調
第
七
千
十
四
号
）
及
び
「
隊
員
の
服
務
指
導
等
に
つ
い
て
（
通
達
）
」
（
平
成
十
二
年
十
二
月
一
日
防

人
一
第
七
千
十
五
号
）
を
発
出
し
、
こ
れ
ら
に
記
載
し
た
再
発
防
止
策
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
秘
密
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
知
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
非
公
知
性
が
失
わ
れ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
海
上
自
衛
隊
の
個
々
の
戦
術
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と

な
り
、
海
上
自
衛
隊
の
円
滑
な
任
務
の
遂
行
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

二
の
��
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
海
自
三
佐
が
警
視
庁
に
よ
る
事
情
聴
取
を
受
け
て
い
る
旨
の
連
絡
が
あ
っ
て
初
め
て
御
指
摘
の
漏

え
い
の
事
実
を
知
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
前
に
そ
の
職
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
し
た
者
は
お
ら

四



ず
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
告
発
義
務
を
負
っ
て
い

た
者
は
い
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

海
自
三
佐
は
、
当
時
、
「
将
来
の
海
上
自
衛
隊
通
信
の
あ
り
方
（
中
間
成
果
）
」
に
関
し
、
訓
令
に
規
定
す
る
関
係
職
員

で
あ
っ
て
、
当
該
秘
密
に
接
す
る
権
限
を
有
す
る
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
Ｆ
二
佐
の
行
為
は
、
隊
法
第
五
十
九

条
第
一
項
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
海
自
三
佐
が
臨
時
に
勤
務
し
て
い
た
当
時
の
海
上
幕
僚
監
部
調
査
部
調
査
課
に
お
い
て
、
秘
密
文

書
等
の
取
扱
い
に
対
す
る
緊
張
感
が
欠
け
て
い
た
こ
と
等
か
ら
、
訓
令
等
に
定
め
る
手
続
に
従
わ
ず
、
「
将
来
の
海
上
自
衛

隊
通
信
の
あ
り
方
（
中
間
成
果
）
」
が
御
指
摘
の
Ｇ
三
佐
の
フ
ァ
イ
ル
に
つ
づ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
正
式
に
秘
密
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
実
質
的
に
秘
密
の
内
容
を
含
み
、
将
来
秘

密
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
文
書
等
に
つ
い
て
は
、
「
指
定
前
秘
密
」
の
表
示
を
行
う
と
と
も
に
、
訓
令
第
六
条

五



か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
、
第
四
十
四

条
及
び
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
を
、
そ
れ
ぞ
れ
原
則
と
し
て
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
資
料
の
う
ち
、
そ
の
名
称
、
発
簡
番
号
、
日
付
及
び
秘
密
区
分
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、

別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

海
自
三
佐
は
、
当
時
、
御
指
摘
の
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
に
含
ま
れ
て
い
た
秘
密
に
関
し
、
訓
令
に
規
定
す
る
関
係
職
員

で
あ
っ
て
、
当
該
秘
密
に
接
す
る
権
限
を
有
す
る
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
前
年
の
課
程
学
生
の
行
為
は
、
隊
法

第
五
十
九
条
第
一
項
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

四
の
�
に
つ
い
て

海
自
三
佐
は
、
当
時
、
御
指
摘
の
光
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
含
ま
れ
て
い
た
秘
密
に
関
し
、
訓
令
に
規
定
す
る
関
係
職
員
で

あ
っ
て
、
当
該
秘
密
に
接
す
る
権
限
を
有
す
る
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
Ｈ
三
佐
の
行
為
は
、
隊
法
第
五
十
九
条

第
一
項
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

六



四
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
秘
密
文
書
の
写
し
の
う
ち
、
そ
の
名
称
、
発
簡
番
号
、
日
付
及
び
秘
密
区
分
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
防
衛
庁
の
文
書
は
、
別
表
第
四
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
隊
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

「
秘
密
」
に
該
当
す
る
文
書
は
な
い
。

六
の
�
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
平
成
十
二
年
九
月
、
臨
時
秘
密
保
全
検
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
航
空
自
衛
隊
補
給
本
部
で

秘
密
文
書
が
誤
っ
て
破
棄
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
事
例
が
一
件
認
め
ら
れ
た
ほ
か
は
、
異
状
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

六
の
�
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
平
成
十
二
年
九
月
、
秘
密
保
全
手
続
、
特
に
秘
密
区
分
の
指
定
並
び
に
秘
密
文
書
等
の
複
製
、
貸

出
し
及
び
破
棄
に
係
る
手
続
の
厳
格
な
励
行
に
つ
い
て
、
管
理
者
、
保
全
責
任
者
等
を
通
じ
、
職
員
に
指
導
を
行
っ
た
。

六
の
�
に
つ
い
て

七



防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
平
成
十
二
年
九
月
、
秘
密
文
書
等
の
作
成
部
数
の
限
定
、
適
時
適
切
な
破
棄
等
秘
密
文
書
の
削
減

の
促
進
に
つ
い
て
、
管
理
者
、
保
全
責
任
者
等
を
通
じ
、
職
員
に
指
導
を
行
っ
た
。

六
の
�
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
平
成
十
二
年
九
月
、
退
庁
時
及
び
超
過
勤
務
時
の
管
理
体
制
の
強
化
に
つ
い
て
、
管
理
者
、
保
全

責
任
者
等
を
通
じ
、
職
員
に
指
導
を
行
っ
た
。

六
の
�
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
平
成
十
二
年
九
月
、
保
全
責
任
者
、
保
全
責
任
者
の
補
助
者
等
に
対
し
、
訓
令
第
七
条
の
二
に
規

定
す
る
保
全
教
育
を
実
施
し
た
。

六
の
�
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
平
成
十
二
年
九
月
、
各
国
駐
在
武
官
等
と
部
外
で
接
触
す
る
職
員
は
、
接
触
の
日
時
、
場
所
、
相

手
、
目
的
等
の
状
況
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
属
す
る
部
署
の
長
に
報
告
す
る
よ
う
指
示
し
た
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
各
「
実
施
の
細
部
」
、
「
こ
の
通
達
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
」
及
び
「
小
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な

八



事
項
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
御
指
摘
の
各
通
達
に
記
載
し
た
措
置
等
を
実
施
す
る
上
で
こ
れ
ら
を
定
め
る
特
段
の
必
要
が

生
じ
て
い
な
い
た
め
、
い
ず
れ
も
定
め
て
い
な
い
。

九
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